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第一章 総則  

（趣旨） 

第一条 この規則は、群馬県文化財保護条例（昭和五十一年群馬県条例第三十九号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第二条 この規則の本則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 

   第二章 有形文化財 

    第一節 県指定重要文化財 

（指定の申請） 

第三条 条例第四条第一項の規定による県指定重要文化財の指定を受けようとする者

は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 申 請 書 に 、 所 有 者 及 び 権 限 に 基 づ く 占 有 者 の 同 意 書

（別記様式第二号）を添えて、知事に申請しなければならない。 

（指定書） 

第四条 条例第四条第六項に規定する指定書は、別記様式第三号のとおりとする。 

（指定書の再交付） 

第五条 指定書の交付を受けた者は、当該指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又



は毀損し たと きは、 指 定書等再 交付 申請書 （ 別記様式 第四 号）を 知 事に提出 し、

指定書の再交付を受けなければならない。 

２  亡失し、又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた者は、当該亡失し、

又は盗み 取ら れた指 定 書を発見 し、 又は回 復 したとき は、 速やか に 、当該指 定書

を知事に返付しなければならない。 

（管理責任者選任等の届出）  

第六条 条例第六条第三項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、管理責

任者選任等届（別記様式第五号）によるものとする。 

（所有者変更等の届出） 

第七条 条例第七条第一項の規定による所有者の変更の届出は所有者変更届（別記様

式第六号 ）に よるも の とし、同 条第 二項の 規 定による 氏名 若しく は 名称又は 住所

の変更の届出は所有者氏名等変更届（別記様式第七号）によるものとする。 

（滅失等の届出） 

第八条 条例第十一条の規定による滅失、毀損、亡失等の届出は、滅失等届（別記様

式第八号）によるものとする。 

（所在場所変更の届出） 

第九条 条例第十二条の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届（別

記様式第九号）によるものとする。 

（所在の場所の変更の届出を要しない場合等） 

第十条 条例第十二条ただし書の規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げると

おりとする。 

一  条例 第十 五条第 一 項の規定 によ る補助 金 を受けて 管理 又は修 理 のために 所在

の場所を変更しようとするとき。 

二  条例 第十 六条第 一 項又は第 二項 の規定 に よる勧告 に基 づいて す る措置又 は修

理のために所在の場所を変更しようとするとき。 

三  条例 第十 七条第 一 項の規定 によ る許可 を 受けて行 う現 状変更 又 は保存に 影響

を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。 

四  条例 第十 八条第 一 項の規定 によ る届出 を して行う 修理 のため に 所在の場 所を

変更しようとするとき。 

五  条例 第十 九条第 一 項又は第 二項 の規定 に よる勧告 に基 づいて す る出品又 は公

開のために所在の場所を変更しようとするとき。  

六  条例 第十 二条の 規 定による 届出 を行っ て 所在の場 所を 変更し た 後又は前 各号

に掲げ る所 在の 場所の 変更を した 後、 変更前 の場所 に復 する ために 所在の 場 所

を変更しようとするとき。 

２  条例第十二条ただし書の規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることをも

って足り る場 合は、 火 災、震災 等の 災害に 際 し所在の 場所 を変更 す る場合そ の他

所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。 

（現状変更等の許可申請等） 

第十一条  条例第 十七 条第一項の 規定に よる 現状変更又 は保存 に影 響を及ぼす 行 為

（以下「 現状 変更等 」 という。 ）の 許可を 受 けようと する 者は、 現 状変更等 許可



申請書（ 別記 様式第 十 号）を当 該現 状変更 等 をしよう とす る日前 三 十日まで に、

知事に提出しなければならない。 

２  現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、

速やかに 、現 状変更 等 終了届（ 別記 様式第 十 一号）を 知事 に提出 し なければ なら

ない。 

（維持の措置の範囲） 

第十二条 条例第十七条第二項の規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとお

りとする。 

一  県指 定重 要文化 財 が毀損し てい る場合 に おいて、 その 価値に 影 響を及ぼ すこ

となく 、当 該県 指定重 要文化 財を その 指定当 時の原 状（ 指定 後にお いて現 状 変

更等の許 可を 受けた も のについ ては 、当該 現 状変更等 後の 原状） に 復すると き。 

二  県指 定重 要文化 財 が毀損し てい る場合 に おいて、 当該 毀損の 拡 大を防止 する

ため、応急の措置を執るとき。 

（修理の届出） 

第十三条 条例第十八条第一項の規定による修理の届出は、修理届（別記様式第十二

号）によるものとする。  

    第二節 県登録有形文化財 

（登録の申請） 

第十三条の二 条例第二十二条の二第一項の規定による県登録有形文化財の登録を受

けようと する 者は、 別 記様式第 十二 号の二 に よる申請 書に 、所有 者 及び権限 に基

づく占有 者の 同意書 （ 別記様式 第十 二号の 三 ）を添え て、 知事に 申 請しなけ れば

ならない。 

（登録証） 

第十三条の 三  条 例第 二十二条の 二第七 項に 規定する登 録証（ 以下 「登録証」 と い

う。）は、別記様式第十二号の四のとおりとする。 

（登録証の再交付） 

第十三条の四 登録証の交付を受けた者は、当該登録証を亡失し、盗み取られ、滅失

し、又は 毀損 したと き は、登録 証等 再交付 申 請書（別 記様 式第十 二 号の五） を知

事に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。 

２  亡失し、又は盗み取られたことにより登録証の再交付を受けた者は、当該亡失し、

又は盗み 取ら れた登 録 証を発見 し、 又は回 復 したとき は、 速やか に 、当該登 録証

を知事に返付しなければならない。 

（管理責任者選任等の届出） 

第十三条の五 条例第二十二条の四第四項において準用する条例第六条第三項の規定

による管 理責 任者の 選 任又は解 任の 届出は 、 管理責任 者選 任等届 （ 別記様式 第十

二号の六）によるものとする。 

（所有者変更等の届出） 

第十三条の六 条例第二十二条の四第四項において準用する条例第七条第一項の規定

による所 有者 の変更 の 届出は、 所有 者変更 届 （別記様 式第 十二号 の 七）によ るも

のとし、 条例 第二十 二 条の四第 四項 におい て 準用する 条例 第七条 第 二項の規 定に



よる氏名 若し くは名 称 又は住所 の変 更の届 出 は、所有 者氏 名等変 更 届（別記 様式

第十二号の八）によるものとする。  

（滅失等の届出） 

第十三条の七 条例第二十二条の五の規定による滅失、毀損、亡失等の届出は、滅失

等届（別記様式第十二号の九）によるものとする。 

（所在場所変更の届出） 

第十三条の八 条例第二十二条の六の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場

所変更届（別記様式第十二号の十）によるものとする。 

（所在の場所の変更の届出を要しない場合等） 

第十三条の九 条例第二十二条の六ただし書の規則で定める届出を要しない場合は、

次に掲げるとおりとする。 

一  条例 第二 十二条 の 八第一項 の規 定によ る 届出に基 づい てする 現 状変更の ため

に所在の場所を変更しようとするとき。 

二  条例 第二 十二条 の 六の規定 によ る届出 を 行って所 在の 場所を 変 更した後 又は

前号に 掲げ る所 在の場 所の変 更を した 後、変 更前の 場所 に復 するた めに所 在 の

場所を変更しようとするとき。 

三  公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。 

四  前各 号に 掲げる 場 合以外の 場合 であっ て 、所在の 場所 の変更 の 期間が六 十日

を超えないとき。 

２  条例第二十二条の六ただし書の規則で定める所在の場所を変更した後届け出るこ

とをもっ て足 りる場 合 は、火災 、震 災等の 災 害に際し 所在 の場所 を 変更する 場合

その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。 

（現状変更の届出） 

第十三条の十 条例第二十二条の八第一項の規定による現状変更をしようとする者

は、現状変更届（別記様式第十二号の十一）を当該現状変更をしようとする日前

三十日までに、知事に提出しなければならない。  

２ 前項の届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に

届け出なければならない。 

（維持の措置の範囲） 

第十三条の十一 条例第二十二条の八第二項の規則で定める維持の措置の範囲は、次

に掲げるとおりとする。 

一  県登 録有 形文化 財 が建造物 であ る場合 に あっては 、登 録当時 の 原状（登 録後

におい て現 状変 更の届 出を行 った もの につい ては、 当該 現状 変更後 の原状 ） の

通常望 見で きる 外観を 損なう 範囲 が当 該外観 の四分 の一 以下 である とき（ 移 築

の場合を除く。）。 

二  県登 録有 形文化 財 が建造物 以外 のもの で ある場合 にあ っては 、 当該県登 録有

形文化 財が 毀損 してい る場合 にお いて 、その 価値に 著し い影 響を及 ぼすこ と な

く当該 県登 録有 形文化 財をそ の登 録当 時の原 状（登 録後 にお いて現 状変更 の 届

出を行ったものについては、当該現状変更後の原状）に復するとき。 

三  県登 録有 形文化 財 が毀損し てい る又は 毀 損するこ とが 明らか に 予見され る場



合におい て、 当該毀 損 の拡大又 は発 生を防 止 するため 、応 急の措 置 を執ると き。 

 

第三章 無形文化財 

    第一節 県指定重要無形文化財 

（指定の申請） 

第十四条 条例第二十三条第一項の規定による県指定重要無形文化財の指定を受けよ

うとする 者は 、別記 様 式第十三 号に よる申 請 書により 知事 に申請 し なければ なら

ない。  

（認定書） 

第十五条 知事は、条例第二十三条第二項の規定による県指定重要無形文化財の保持

者又は保 持団 体の認 定 （同条第 五項 の規定 に よる追加 認定 を含む 。 ）をした とき

は、当該 県指 定重要 無 形文化財 の保 持者又 は 保持団体 に認 定書（ 別 記様式第 十四

号）を交付するものとする。 

２  認定書の交付を受けた者は、当該認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又は毀

損したと きは 、指定 書 等再交付 申請 書を知 事 に提出し 、認 定書の 再 交付を受 ける

ことができる。 

３  県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者であった者は、条例第二十

四条第四 項又 は第六 項 の規定に よる 通知を 受 けたとき 、又 は保持 団 体が解散 した

ときは、速やかに、認定書を知事に返付しなければならない。 

（保持者に関し届出を要する理由） 

第十六条 条例第二十五条前段の規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。 

一  保持者の芸名又は雅号の変更 

二  保持 者に ついて 、 その保持 する 県指定 重 要無形文 化財 の保存 に 影響を及 ぼす

程度の心身の故障 

（保持者氏名等変更の届出） 

第十七条 条例第二十五条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更、死亡又は

前条の理 由に 該当し た ときの届 出は 、保持 者 氏名等変 更届 （別記 様 式第十五 号）

によるも のと し、保 持 団体の名 称、 事務所 の 所在地若 しく は代表 者 の変更、 構成

員の異動 又は 解散の 届 出は、保 持団 体名称 等 変更届（ 別記 様式第 十 六号）に よる

ものとする。 

第二節 県登録無形文化財 

（登録の申請）  

第十七条の二 条例第二十八条の二第一項の規定による県登録無形文化財の登録を受

けようと する 者は、 別 記様式第 十六 号の二 に よる申請 書に より知 事 に申請し なけ

ればならない。 

（認定書） 

第十七条の三 知事は、条例第二十八条の二第三項の規定による県登録無形文化財の

保持者又 は保 持団体 の 認定（同 条第 六項の 規 定による 追加 認定を 含 む。）を した

ときは、 当該 県登録 無 形文化財 の保 持者又 は 保持団体 に認 定書（ 別 記様式第 十六

号の三）を交付するものとする。 



２ 認定書の交付を受けた者は、当該認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又は毀

損したと きは 、登録 証 等再交付 申請 書を知 事 に提出し 、認 定書の 再 交付を受 ける

ことができる。 

３  県登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者であった者は、条例第二十八条

の三第四 項又 は第六 項 の規定に よる 通知を 受 けたとき 、又 は保持 団 体が解散 した

ときは、速やかに、認定書を知事に返付しなければならない。 

（保持者に関し届出を要する理由） 

第十七条の四 条例第二十八条の四前段の規則で定める理由は、次に掲げるとおりと

する。 

一  保持者の芸名又は雅号の変更 

二  保持 者に ついて 、 その保持 する 県登録 無 形文化財 の保 存に影 響 を及ぼす 程度

の心身の故障 

（保持者氏名等変更の届出） 

第十七条の五 条例第二十八条の四の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更、

死亡又は 前条 の理由 に 該当した とき の届出 は 、保持者 氏名 等変更 届 （別記様 式第

十六号の 四） による も のとし、 保持 団体の 名 称、事務 所の 所在地 若 しくは代 表者

の変更、 構成 員の異 動 又は解散 の届 出は、 保 持団体名 称等 変更届 （ 別記様式 第十

六号の五）によるものとする。  

 

第四章 民俗文化財 

    第一節 県指定重要有形民俗文化財及び県指定重要無形民俗文化 

        財  

（現状変更の届出）  

第十八条 条例第三十二条第一項の規定による現状変更等をしようとする者は、現状

変更届（別 記様式 第十 七号）を当 該現状 変更 等をしよう とする 日前 三十日まで に 、

知事に提出しなければならない。 

（準用規定） 

第十九条 第三条から第十条まで及び第十三条の規定は、県指定重要有形民俗文化財

について準用する。 

２  第十四条の規定は、県指定重要無形民俗文化財について準用する。 

第二節 県登録有形民俗文化財及び県登録無形民俗文化財 

（現状変更の届出） 

第十九条の二 条例第三十六条の二第三項において準用する条例第二十二条の八第一

項の規定 によ る現状 変 更をしよ うと する者 は 、現状変 更届 （別記 様 式第十二 号の

十一）を 当該 現状変 更 をしよう とす る日前 三 十日まで に、 知事に 提 出しなけ れば

ならない。 

２  第十三条の十第二項の規定は、前項の届出に係る事項の変更について準用する。 

（現状変更の届出を要しない場合） 

第十九条の三 条例第三十六条の二第三項において読み替えて準用する条例第二十二

条の八第 一項 ただし 書 の規則で 定め る場合 は 、次の各 号の いずれ か に該当す る場



合とする。  

一  県登 録有 形民俗 文 化財の価 値に 影響を 及 ぼすこと なく 、当該 県 登録有形 民俗

文化財の現状変更を行うとき。 

二  県登 録有 形民俗 文 化財が毀 損し ている 場 合又は毀 損す ること が 明らかに 予見

される 場合 にお いて、 当該毀 損の 拡大 又は発 生を防 止す るた め、応 急の措 置 を

執るとき。 

三  非常災害のために必要な応急の措置を執るとき。 

四  他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執るとき。 

（準用規定） 

第十九条の四 第十三条の二から第十三条の九までの規定は、県登録有形民俗文化財

について準用する。 

２  第十七条の二の規定は、県登録無形民俗文化財について準用する。 

 

第五章 記念物 

    第一節 県指定史跡名勝天然記念物 

（指定の申請） 

第二十条 条例第三十八条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定を受

けようと する 者は、 別 記様式第 十八 号によ る 申請書に 、所 有者及 び 権限に基 づく

占有者の同意書を添えて、知事に申請しなければならない。 

（標識等の設置基準等） 

第二十一条 条例第四十条の規則で定める標識の設置の基準は、次に掲げるとおりと

する。 

一  材料 は石 とする こ と。ただ し、 特別の 事 情がある 場合 は、金 属 、コンク リー

ト、木材その他の材料とすることができること。 

二  標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載すること。  

イ  群 馬県 指定 史跡、 群馬県 指定 名勝 又は群 馬県指 定天 然記 念物の 別及び そ の

名称 

ロ  群馬県知事の文字 

ハ  指定年月日 

ニ  標識の建設年月日 

２  条例第四十条の規則で定める説明板の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一  説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。 

イ  群 馬県 指定 史跡、 群馬県 指定 名勝 又は群 馬県指 定天 然記 念物の 別及び そ の

名称 

ロ  指定年月日 

ハ  説明事項 

ニ  保存上注意すべき事項 

ホ  その他所在、地番等参考となる事項 

二  説明 板に は、指 定 に係る地 域を 示す図 面 を掲げる こと 。ただ し 、地域の 定め

がない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでないこと。 



３ 条例第四十条の規則で定める境界標の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一  石造 又は コンク リ ート造の 十三 センチ メ ートル角 の四 角柱と し 、地表か らの

高さは三十センチメートル以上とすること。 

二  境界 標の 上面に は 指定地域 の境 界の方 向 を示す方 向指 示線を 、 側面には 文化

財境界及び群馬県の文字を彫ること。 

４  前三項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設（次項

において 「標 識等」 と いう。） は、 県指定 史 跡名勝天 然記 念物の 管 理に必要 な程

度において、環境に調和するよう設置するものとする。  

５ 条例第四十条の規定による標識等を設置しようとする者は、当該標識等の設計仕

様書、設 計図 （説明 板 の設置の 場合 は、そ の 記載事項 を含 む。） 及 び設置位 置を

示す図面 を添 えて、 あ らかじめ 知事 に、そ の 旨並びに 当該 工事及 び 終了の予 定時

期を報告しなければならない。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第二十二条 条例第四十一条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の

届出は、土地の所在等異動届（別記様式第十九号）によるものとする。 

（維持の措置の範囲） 

第二十三条 条例第四十二条において準用する条例第十七条第二項の規則で定める維

持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

一  県指 定史 跡名勝 天 然記念物 が毀 損し、 又 は衰亡し てい る場合 に おいて、 その

価値に 影響 を及 ぼすこ となく 当該 県指 定史跡 名勝天 然記 念物 をその 指定当 時 の

原状（ 指定 後に おいて 現状変 更等 の許 可を受 けたも のに つい ては、 当該現 状 変

更等後の原状）に復するとき。 

二  県指 定史 跡名勝 天 然記念物 が毀 損し、 又 は衰亡し てい る場合 に おいて、 当該

毀損又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置を執るとき。 

三  県指 定史 跡名勝 天 然記念物 の一 部が毀 損 し、又は 衰亡 し、か つ 、当該部 分の

復旧が 不可 能で あるこ とが明 らか であ る場合 におい て、 当該 部分を 除去す る と

き。 

（準用規定） 

第二十四条 第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条の規定は、県指定史跡名

勝天然記念物について準用する。 

第二節 県登録記念物 

（登録の申請） 

第二十四条の二 条例第四十二条の二第一項の規定による県登録記念物の登録を受け

ようとす る者 は、別 記 様式第十 九号 の二に よ る申請書 に、 所有者 及 び権限に 基づ

く占有者 の同 意書（ 別 記様式第 十二 号の三 ） を添えて 、知 事に申 請 しなけれ ばな

らない。  

（現状変更の届出） 

第二十四条の三 条例第四十二条の三において準用する条例第二十二条の八第一項の

規定による 現状変 更を しようとす る者は 、現 状変更届（ 別記様 式第 十二号の十 一 ）

を当該現 状変 更をし よ うとする 日前 三十日 ま でに、知 事に 提出し な ければな らな



い。 

２  第十三条の十第二項の規定は、前項の届出に係る事項の変更について準用する。 

（維持の措置の範囲） 

第二十四条の四 条例第四十二条の三において準用する条例第二十二条の八第二項の

規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

一  県登 録記 念物が 毀 損し、又 は衰 亡して い る場合に おい て、そ の 価値に影 響を

及ぼす こと なく 当該県 登録記 念物 をそ の登録 当時の 原状 （登 録後に おいて 現 状

変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状）に復するとき。 

二  県登 録記 念物が 毀 損し、若 しく は衰亡 し ている場 合又 は毀損 し 、若しく は衰

亡する こと が明 らかに 予見さ れる 場合 におい て、当 該毀 損又 は衰亡 の拡大 又 は

発生を防止するため応急の措置を執るとき。 

三  県登 録記 念物の 一 部が毀損 し、 若しく は 衰亡して いる 場合又 は 毀損し、 若し

くは衰 亡す るこ とが明 らかに 予見 され る場合 であり 、か つ、 当該部 分の復 旧 が

明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第二十四条の五 条例第四十二条の三において準用する条例第四十一条の規定による

土地の所 在等 の異動 の 届出は、 土地 の所在 等 異動届（ 別記 様式第 十 九号の三 ）に

よるものとする。  

（準用規定） 

第二十四条の六 第十三条の五から第十三条の七までの規定は、県登録記念物につい

て準用する。 

 

第六章 県選定保存技術 

（準用規定） 

第二十五条 第十四条から第十七条までの規定は、県選定保存技術について準用する。 

  

第七章 埋蔵文化財 

（埋蔵文化財評価委員会） 

第二十六条 条例第四十五条の二に規定する報償金の額の決定その他出土した文化財

（以下「 出土 品」と い う。）の 評価 を行う た め、群馬 県に 群馬県 埋 蔵文化財 評価

委員会（以下「評価委員会」という。）を置く。 

２  知事は、出土品の評価を行う必要が生じたときは、評価委員会に諮問しなければ

ならない。 

３  評価委員会は、当該出土品について専門知識を有する者をもって構成する。 

４  前三項に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、知事が定める。 

（譲与等） 

第二十七条 条例第四十五条の三第一項の規定による譲与又は同条第二項の規定によ

る譲与若 しく は譲渡 を 受けよう とす る者は 、 別記様式 第二 十号に よ り知事に 申請

しなければならない。  

（土地の発掘に係る届出、指示、命令等） 



第二十八条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。）

第九十二 条第 一項に 規 定する調 査の ための 発 掘をしよ うと する者 は 、別記様 式第

二十一号により知事に届け出なければならない。 

２  法第九十三条第一項又は第九十四条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に

おいて土 木工 事等の た めの発掘 をし ようと す る場合は 、別 記様式 第 二十二号 によ

り届出又は通知を知事にしなければならない。 

３  法第九十六条第一項又は第九十七条第一項に規定する新たな遺跡と認められるも

のを発見 した ときは 、 別記様式 第二 十三号 に より届出 又は 通知を 知 事にしな けれ

ばならない。 

４  前三項に定めるもののほか、法第百八十四条第一項第六号の規定により知事が行

うこととなる事務について必要な事項は、知事が定める。 

（埋蔵物の発見に係る届出等） 

第二十九条 埋蔵物を発見した者は、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第四条

第一項の規定により当該埋蔵物を警察署長に提出しなければならない。 

２  警察署長は、前項の規定により提出された埋蔵物が文化財と認められるときは、

直ちに別 記様 式第二 十 四号によ り当 該埋蔵 物 を知事に 提出 しなけ れ ばならな い。

ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。 

３  知事は、前項の埋蔵物を鑑査し、文化財と認めたときは、別記様式第二十五号に

より警察署長及び発見者並びに土地所有者に通知するものとする。 

 

第八章 雑則 

（台帳）  

第三十条 知事は、県指定の文化財及び県選定の保存技術について、必要な事項を記

載した台帳を備えて置くものとする。 

（指定等の基準） 

第三十一条 条例及びこの規則の規定による指定、登録、認定及び選定の基準につい

ては、別に定めるものとする。 

附  則  

１  この規則は、令和二年四月一日から施行する。 

２  この規則の施行の際現に群馬県文化財保護条例施行規則を廃止する規則（令和二

年群馬県 教育 委員会 規 則第十九 号） による 廃 止前の群 馬県 文化財 保 護条例施 行規

則（昭和 五十 一年群 馬 県教育委 員会 規則第 十 二号）の 規定 により な されてい る申

請、届出、 交付そ の他 の行為は、 この規 則の 相当規定に よりな され た申請、届 出 、

交付その他の行為とみなす。 

附  則（令和三年一月二十二日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附  則（令和六年三月二十六日規則第十八号） 

１  この規則は、令和六年四月一日から施行する。 

２  この規則の施行の際現に改正前の群馬県文化財保護条例施行規則の規定により提

出されている書類は、改正後の同規則の規定により提出されたものとみなす。 



 



別記様式第１２号の２（規格Ａ４）（第１３条の２関係） 

 

年  月  日 

 群馬県知事 あて 

住 所 

申請者 

   氏 名 

 

群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）登録申請書 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の登録を受けたいので申請します。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 所在の場所 

 

３ 所有者の氏名又は名称及び住所 

 

４ 占有者の氏名又は名称及び住所 

 

５ 寸法重量又は材質（建造物は、構造及び形式） 

 

６ 製作年代又は時代 

 

７ 製作者名 

 

８ 内容及び特色（調査成果を踏まえた価値付け） 

 

９ 現状及び今後の保存・活用方法 

 

10 その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

１ 有形文化財又は有形民俗文化財の写真 

２ 有形文化財又は有形民俗文化財の図面 ※建築物、考古資料の場合必須 

３ 有形文化財又は有形民俗文化財の所在地や範囲を示す図面 ※建造物の場合必須 

４ 有形文化財又は有形民俗文化財について紹介した論文、研究調査書、調査書、修理歴等の写し 

５ 有形文化財又は有形民俗文化財の過去の写真 

６ その他参考となる資料  



別記様式第１２号の３（規格Ａ４）（第１３条の２、第２４条の２関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

    

   氏 名 

 

同意書 

 

私の所有（占有）する下記の物件を群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記

念物）に登録することに同意します。 

 

記 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 物件の所在地 

 

３ 登録する区域 

 

４ その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の４（第１３条の３関係） 

（表） 
 

 

 

 

 

群馬県登録有形文化財登録証 

群馬県登録有形民俗文化財登録証 

 

 （登録年月日） 

 （記号番号） 

（名称）             （員数） 

（構造、形式及び大きさ又は寸法、重量、材質その他の特徴又は 

内容を示す事項） 

 

上記の文化財を群馬県文化財保護条例第２２条の２第１項（第 

３６条の２第１項）の規定により群馬県文化財登録原簿に登録し 

たことを証する。 

年   月   日 

                 群馬県知事        印 

 

割印 



（裏） 

  

 

所有者の氏名又は名称 
 

所 有 者 の 住 所 
 

文 化 財 の 所 在 場 所 
 

交付又は再交付の年月日 
 

 

変更事項 変更後の所有者の氏名又は住所等 変更の年月日 

   

   

   

   

   

 
備考 

 次の場合には、群馬県文化財保護条例の規定により、登録証を添えて届け

出なければならないこととなっています。 

 

１ 群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の所有者が変更し

たとき。 

２ 群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の所有者等がその

氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 

３ 群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の所在の場所を変

更しようとするとき。 

 



別記様式第１２号の５（規格Ａ４）（第１３条の４、第１７条の３関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

申請者 

   氏 名 

  

登録証等再交付申請書 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の登録証（又は群馬県登録無形文化

財の認定書）を亡失した（盗み取られた・滅失した・毀損した）ので、再交付を申請します。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日及び登録証（認定書）の記号番号 

 

３ 亡失等の年月日 

 

４ 亡失等の理由及び状況 

 

５ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

事実を証するに足りる文書又は毀損した登録証（認定書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の６（規格Ａ４）（第１３条の５関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名  

 

管理責任者選任等届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記念物）の管理責任者を選

任（解任）したので届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 所在の場所 

 

４ 管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢 

 

５ 選任（解任）の年月日 

 

６ 選任（解任）の理由 

 

７ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

選任の場合は、選任された者の承諾書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の７（規格Ａ４）（第１３条の６関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名  

 

所有者変更届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記念物）の所有者が変更

したので届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 所在の場所 

 

４ 旧所有者の氏名又は名称及び住所 

 

５ 変更の年月日 

 

６ 変更の理由 

 

７ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

群馬県登録有形文化財又は群馬県登録有形民俗文化財の場合は、登録証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の８（規格Ａ４）（第１３条の６関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名  

 

所有者氏名等変更届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記念物）の所有者（管理

責任者）の氏名（名称・住所）に変更があったので、届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 所在の場所 

 

４ 変更内容 

変更前 

変更後 

 

５ 変更の年月日 

 

６ 変更の理由 

 

７ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

群馬県登録有形文化財又は群馬県登録有形民俗文化財の場合は、登録証  

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の９（規格Ａ４）（第１３条の７関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名 
 

 

滅失等届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記念物）を滅失した（毀

損した・亡失した・盗み取られた）ので、届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 所在の場所 

 

４ 所有者の氏名又は名称及び住所 

 

５ 滅失等の事実を知った年月日 

 

６ 滅失等の事実が生じた日時及び場所 

 

７ 滅失等の事実が生じた当時における管理の状況 

 

８ 滅失等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度 

 

９ その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の１０（規格Ａ４）（第１３条の８関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名  

 

所在場所変更届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財）の所在の場所を変更したい（変更し 

た）ので、届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 変更内容 

変更前の所在の場所 

変更後の所在の場所 

 

４ 変更予定（変更）の年月日 

 

５ 変更の理由 

 

６ 現所在に戻す期日が明らかなときは、その予定年月日 

 

７ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

登録証 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１２号の１１（規格Ａ４）（第１３条の１０、第１９条の２、第２４条の３関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名  

 

現状変更届 

 

次のとおり群馬県登録有形文化財（群馬県登録有形民俗文化財・群馬県登録記念物）の現状変更をし

たいので、届け出ます。 

 

１ 名称及び員数 

 

２ 登録年月日  

 

３ 所有者の氏名又は名称及び住所 

 

４ 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 

 

５ 現状変更を必要とする理由 

 

６ 現状変更の内容及び方法 

 

７ 現状変更の着手及び終了の予定時期 

 

８ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

１ 現状変更に係る設計仕様書及び設計図 

２ 現状変更をしようとする箇所の写真 

３ 届出者が所有者（占有者）以外である場合は、所有者及び占有者の承諾書 

 

 

 

 

 



 別記様式第１６号の２（規格Ａ４）（第１７条の２関係） 

 

年  月  日 

 群馬県知事 あて 

住 所 

申請者 

   氏 名 
 

群馬県登録無形文化財（群馬県登録無形民俗文化財）登録申請書 

 

次のとおり群馬県登録無形文化財（群馬県登録無形民俗文化財）の登録を受けたいので申請します。 

 

１ 名称 

 

２ 所在の場所 

 

３ 保持者の氏名、生年月日及び芸名又は雅号 

 

４ 保持（保護）団体の名称、代表者の氏名及び所在地 

 

５ 技芸等の内容 

 

６ 使用する道具の概要 

 

７ 内容及び特色（調査成果を踏まえた価値付け） 

 

８ 現状及び今後の保存・活用方法 

 

９ その他参考となる事項 

 

 

 

 

添付書類 

１ 無形文化財又は無形民俗文化財の最近の実情を示す写真及び文献その他参考となる資料 

２ 無形文化財又は無形民俗文化財を保持する（保護する）者又は団体の経歴及び沿革 

３ 団体の場合は、その団体の構成員の氏名、住所、生年月日、性別及び芸名又は雅号を記載した構成員名簿 

  



別記様式第１６号の３（第１７条の３関係） 

（表） 
 

 

 

 

 

 

群馬県登録無形文化財認定書 

 

 （記号番号） 

（氏名・団体名   殿） 

（芸名雅号等） 

（生年月日）              

 

 上記を群馬県文化財保護条例第２８条の２第３項の規定により

群馬県登録無形文化財     の保持者（保持団体）に認定し

たことを証する。 

年   月   日 

                 群馬県知事        印 

 

割印 



（裏） 

 

  

 

保持者・保持団体の氏名又は名称 
 

保 持 者 ・ 保 持 団 体 の 住 所 

又 は 事 務 所 の 所 在 地 

 

交 付 ・ 再 交 付 又 は 変 更 の 別 
 

 

変更事項 
変更後の保持者・保持団体の氏名

又は住所等 
変更の年月日 

   

   

   

   

   

 
 

備考 

 次の場合には、群馬県文化財保護条例の規定により、認定書を

添えて届け出なければならないこととなっています。 

 

１ 群馬県登録無形文化財の保持者又は保持団体が変更したと

き。 

２ 群馬県登録無形文化財の保持者又は保持団体の氏名若しくは

名称、住所若しくは事務所の所在地等を変更したとき。 
 



別記様式第１６号の４（規格Ａ４）（第１７条の５関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名 
 

 

保持者氏名等変更届 

 

次のとおり群馬県登録無形文化財の保持者の氏名（住所・芸名・雅号）に変更があった（保持者が死

亡した・保持者が心身の故障を生じた）ので、届け出ます。 

 

１ 名称 

 

２ 認定年月日及び認定書の記号番号 

 

３ 変更内容 

変更前氏名（住所・芸名・雅号） 

変更後氏名（住所・芸名・雅号） 

 

※死亡の場合 

３ 死亡した保持者の氏名及び住所 

 

※心身の故障の場合 

３ 心身の故障を生じた保持者の氏名、住所及び故障の程度 

 

４ 変更（死亡・発生）の年月日 

 

５ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

認定書（ただし、死亡又は心身の故障による届出の場合は除く。） 

 

 

 

 

 

  



別記様式第１６号の５（規格Ａ４）（第１７条の５関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

事務所の所在地 

届出者 

   名称及び代表者氏名 
 

 

保持団体名称等変更届 

 

次のとおり群馬県登録無形文化財の保持団体の名称（事務所の所在地・代表者・構成員）に変更があ

った（が解散した）ので、届け出ます。 

 

１ 名称 

 

２ 認定年月日及び認定書の記号番号 

 

３ 名称又は事務所の所在地の変更の場合 

変更前名称（事務所の所在地） 

変更後名称（事務所の所在地） 

 

４ 代表者の変更又は構成員の異動の場合 

旧代表者又は構成員の氏名及び住所 

新代表者又は構成員の氏名、住所及び経歴 

 

５ 解散の場合 

保持団体の名称及び事務所の所在地 

 

６ 変更（解散）の年月日 

 

７ 変更（解散）の理由 

 

 

添付書類 

１ 認定書（ただし、構成員の異動の場合は除く。） 

２ 構成員の異動の場合は、新構成員の芸名又は雅号、性別及び生年月日を記載した書類 

 

 

 



別記様式第１９号の２（規格Ａ４）（第２４条の２関係） 

 

年  月  日 

 群馬県知事 あて 

住 所 

申請者 

   氏 名 
 

群馬県登録記念物登録申請書 

 

次のとおり群馬県登録記念物（遺跡関係・名勝地関係・動物、植物及び地質鉱物関係）の登録を受け

たいので申請します。 

 

 

１ 名称 

 

２ 所在地及び面積又は員数 

 

３ 所在地の所有関係の概要 

 

４ 内容及び特色（調査成果を踏まえた価値付け） 

 

５ 現状及び今後の保存・活用方法 

 

６ その他参考となる事項 

 

 

添付書類 

１ 記念物の最近の写真 

２ 位置図 

３ 所在する土地の所在、地番、地積及び占有者の住所、氏名又は名称並びに法人にあたってはその代表者氏

名を記載した書類 

４ 所在する土地の登記所に備えられた地図の写し 

５ 所在する土地の登記簿謄本又は抄本 

６ 所有者及び権原に基づく占有者の同意書 

７ 記念物について紹介した論文、研究調査書、調査書、修理歴等の写し 

８ その他参考となる資料  



別記様式第１９号の３（規格Ａ４）（第２４条の５関係） 

 

年  月  日 

群馬県知事 あて 

住 所 

届出者 

   氏 名 
 

 

土地の所在等異動届 

 

次のとおり群馬県登録記念物の所在（地番・地目・地積）に異動があったので、届け出ます。 

 

１ 名称 

 

２ 登録年月日 

 

３ 異動等の理由 

 

４ その他参考となる事項 

 

５ 異動明細 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

異  動  前 異  動  後 

異 動 年 月 日 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

所在 地番 地目 地積 所 有 者 所在 地番 地目 所 有 者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          
 

添付書類 

地番及び地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の

写し 


